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 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」（以下「法」という。）が改正され、

令和４年２月２０日以降の認定申請が以下のとおり変更になります。 

 

１、「確認書※１」「住宅性能評価書※２」を活用した申請に変わります 

 従来の「適合証」は無くなり、新たに「住宅の品質確保の促進等に関する法律」 

（以下「品確法」という。）の「確認書※１」「住宅性能評価書※２」に変わります。 

 登録住宅性能評価機関を活用した認定申請は、今後、このいずれかの書面の写し 

を添付してください。またこの場合、長期使用構造等に適合するものとみなされ、 

認定申請に係る添付図書が一部省略されます。 

※１※２ 

長期使用構造等である旨が記載された「確認書」又は「住宅性能評価書」 

（品確法第６条の２第５項） 

２、災害リスクに配慮した基準の新設について（法第６条第１項第４号） 

 認定基準として、新たに“自然災害による被害の発生の防止又は軽減への配慮” 

に関する基準を定めることとなりました。 

 本基準につきましては、今後、十分な周知期間を設けて HP等でご案内させて 

いただきます。 

３、申請手数料が改定されます 

一戸建て住宅の“新築”に関する申請手数料が以下のとおり改訂されます。 

その他の申請手数料については、直接お問い合わせください。 

 現行 R4.2.20以降 

確認書等あり ６,０００円※ ８,０００円 

計画変更（法第８条） 上記の１/２の手数料 上記の１/２の手数料 

譲受人変更（法第９条） １,７００円（変更なし） 

地位の承継（法第１０条） １,７００円（変更なし） 

※ 法改正前の適合証を添付した場合 

 

                 【お問合せ】 

                  印西市役所都市建設部建築指導課審査指導係 

                    ＴＥＬ ０４７６-３３-４６５７ 

                    ＦＡＸ ０４７６-４２-００２８ 

令和４年２月２０日以降 申請分の 

長期優良住宅の認定申請について（一戸建て住宅） 


